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この文書は、食品衛生法第24条第1項の規定に基づく「令和4年度東京都食品衛生監視指導計画」

の実施結果について、令和5年6月時点の速報値を基に、概要として取りまとめたものです。実施結

果の確定値については、各事業所の事業概要及び食品衛生関係事業報告において公表の予定です。 

なお、本文中「（全都）」とある項目は、東京都、特別区、八王子市及び町田市が連携協力して

実施した事業の結果です。 
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第１ 計画の実施 

食品衛生法（昭和 22 年法律第 233 号）第 24 条の規定及び食品衛生に関する監視指導

の実施に関する指針（平成 15 年厚生労働省告示第 301 号）に基づき、飲食に起因する衛

生上の危害の発生を防止し、我が国最大の消費地である東京都の特性を踏まえた監視指

導を実施するため、令和 4年 3月、「令和 4年度東京都食品衛生監視指導計画」を策定し、

実施した。 

 

第２ 監視指導計画の実施期間及び実施区域 

 １ 実施期間 

   令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月 31 日まで 

 ２ 実施区域 

   都内全区域（特別区、八王子市及び町田市実施分を除く。） 

 

第３ 根拠法令 

 食品衛生法（昭和 22 年法律第 233 号） 

 食品安全基本法（平成 15 年法律第 48 号） 

 と畜場法（昭和 28 年法律第 114 号） 

 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律（平成 2年法律第 70 号） 

 牛海綿状脳症対策特別措置法（平成 14 年法律第 70 号） 

 化製場等に関する法律（昭和 23 年法律第 140 号） 

 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律（平成21年法律第26号） 

健康増進法（平成 14 年法律第 103 号） 

農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律（令和元年法律第 57 号） 

 消費者安全法（平成 21 年法律第 50 号） 

食品表示法（平成 25 年法律第 70 号） 

 東京都ふぐの取扱い規制条例（昭和 61 年東京都条例第 51 号） 

 東京都消費生活条例（平成 6年東京都条例第 110 号） 

 食品衛生法施行条例（平成 12 年東京都条例第 40 号） 

 東京都食品安全条例（平成 16 年東京都条例第 67 号） 

関係政省府令・規則 

 

第４ 監視指導体制及びその整備 

 １ 監視指導の実施機関 

   都は、食品衛生に係る事業方針の決定や企画調整機能を福祉保健局健康安全部（食

品監視課）に置き、別紙 1のとおり食品衛生に係る専管的な組織を配し、効率的かつ

効果的な監視指導を行った。 

 

 ２ 関係機関との連携協力 

   複数の自治体にわたって広域に流通している食品に起因する食中毒や自治体の区域

にまたがって広域に食中毒患者が発生する場合に備え、以下のとおり、関係機関との

連携協力の推進を図った。 



 

2 

 

(1) 厚生労働省及び道府県市の食品衛生担当部局との連携 

     厚生労働省及び道府県市との連携体制を確保するため、全国食品衛生主管課長

連絡協議会、21 大都市食品衛生主管課長会議等の会議体を活用し、情報共有した。 

     特に近隣自治体とは、関東甲信越静ブロック食品衛生主管課長会議、首都圏食

品衛生担当課長食中毒防止連絡会等において、メール等を活用した緊密な連絡及

び連携体制の確保を図った。 

     加えて、複数の自治体が関係する広域的な食中毒事案発生を想定し、厚生労働

省及び関係自治体と連携し、食中毒の拡大防止を図る体制を維持した。 

(2) 消費者庁との連携 

    消費者安全法に基づき、プレス発表を行った食中毒事案 8件について、所管部署

を通じ、速やかに消費者庁へ通知した。 

(3) 農林水産省及び警視庁との連携 

農林水産省関東農政局東京都拠点及び警視庁とは、東京都食品表示監視協議会を

定期的に開催し、情報共有及び連携体制の確保を図った。また、農林水産省関東農

政局東京都拠点とは、食品表示法（農林水産大臣の権限に関すること）や牛の個体

識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法に係る事案において合同調査

等を行うなど、連携して対応した。警視庁とは、不正競争防止法に抵触する可能性

のある事案等について相談した。 

(4) 特別区、八王子市及び町田市の食品衛生担当部局との連携 

   ア 連携体制の確保 

     保健衛生事務事業に係る都区協定及び保健衛生事務事業に係る都市協定に基づ

き、連携体制の確保を図った。 

また、特別区保健所生活衛生課長会等への参加により、平常時から緊密な情報

共有、連絡及び連携体制の確保を図った。 

   イ 一斉監視事業 

     夏期（6月から 8月まで）及び歳末期（12 月）には、都、特別区、八王子市及

び町田市が連携して食品衛生監視指導を行った。 

     なお、一斉監視事業の実施結果は第 5の 3に示した。 

(5) 庁内関係部局及びその他関係機関との連携 

庁内の関係部局（福祉保健局、生活文化スポーツ局、環境局、産業労働局、中央

卸売市場等）とは、食品安全対策推進調整会議、健康食品対策推進連絡会等により、

平常時から緊密に情報共有し、連絡体制の確保を図った。生産段階における食品安

全対策、食品表示など、食品衛生担当部局のみで対応することが困難な事案におい

ては、産業労働局や生活文化スポーツ局などの担当部局等と連携して対応した。 

 

３ 試験検査体制の整備 

(1) 検査精度の信頼性確保 

健康安全研究センター精度管理室は、食品衛生検査施設における適正な検査業務 

の実施を確認するため、都の実施施設 33 施設（収去実施施設 11 施設、試験検査実

施施設 16 施設、収去・試験検査実施施設 5施設、試験品受付事務実施施設 1施設）

に対し、実施記録等の確認を行った。その結果、内部点検で改善措置を要する事項
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は確認されなかった。外部精度管理調査（一般財団法人食品薬品安全センター秦野

研究所において実施）においても改善要請する事項は確認されなかった。 

(2) 検査法の研究開発 

    食品等の安全性に係る検査を幅広く行い、科学的な監視指導に資するため、指定

外添加物 2物質、農薬 3物質、動物用医薬品 1物質について検査法を検討し、新た

な検査法を確立した。（表 1） 

表 1 新たな検査法の研究開発実績 

検査項目 検査法開発品目 

指定外添加物 TBHQ、キノリンイエロー 

農薬 チアクロプリド、テトラコナゾール、チアベンダゾール 

動物用医薬品 タイロシン 

  

(3) 試験検査機関の技術の維持及び向上 

 食品検査施設の検査技術の維持及び向上を図るため、これら施設に所属し検査に

従事する職員を対象として、外部講師等による研修、講演会を実施した。 

 

４ 食品衛生監視員等の育成（全都）  

   職務上必要な基礎知識及び技術の習得を目的として、食品衛生監視員等に対して研

修、講習会等を実施した。 

   食品衛生監視研修、食品技術講習会等を計 13 回実施し、都、特別区、八王子市及

び町田市の食品衛生監視員等延べ 793 名が参加した。 

   また、食品衛生法改正による HACCP に沿った衛生管理の制度化に対応するため、食

品衛生監視員 12 名を、コーデックス HACCP の 7 原則に基づいた衛生監視手法の習得を

目的とした、民間認証に関する研修会に派遣した。 

 

 ５ 附属機関による調査審議 

   食品の安全に係る施策を的確に推進するため、東京都食品安全条例に基づき、以下

のとおり、附属機関による調査審議を行った。 

(1) 食品安全審議会 

    都における食品の安全確保に関する施策について審議するため、都民、事業者及

び学識経験者から構成される食品安全審議会を開催した。 

    令和 4年度は審議会を 1回開催し、東京都食品安全推進計画（令和 3年度から令

和 7年度まで）について、令和 3年度の実績及び令和 4年度の取組予定について報

告を行った。 

(2) 食品安全情報評価委員会 

    食品安全情報評価委員会において、食品等の安全に関する各種情報の収集、分析

及び評価等を行った。 

令和 4年度は食品安全情報評価委員会 2回、情報選定専門委員会及び健康食品に

よる健康被害事例専門委員会を各々2回開催し、①園芸植物等の誤食による食中毒、

②加熱不十分な食肉を原因とする食中毒防止の更なる普及啓発、③健康食品に関す

る健康被害事例について検討等を行った。 
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第５ 監視指導の推進 

 １ 監視指導・収去検査の実施規模 

(1) 監視指導 

    過去の食中毒の発生状況、違反や苦情の発生履歴等を勘案し、延べ 229,861 件の

監視指導を行った。 

    立入検査の際には、営業施設の構造及び設備の状況並びに食品の衛生的な取扱い、

施設設備の衛生管理、従事者の衛生管理等について監視し、必要な指導を行った。   

また、食品の製造及び加工から、貯蔵、運搬、調理及び販売に至るそれぞれの段

階において、食品毎に重点監視項目を定め、監視指導を行った。さらに、食品等の

製造・加工・運搬・保管等における衛生的な取扱いや食品等の製造・加工等に係る

記録の作成・保存等について監視指導を行った。 

    なお、食中毒を発生させた施設に対しては、発生後 1年の間に 12 回以上の立入検

査を実施したほか、違反食品の製造施設に対して違反確認後の 1年間に 4回以上、

苦情発生の原因施設に対しては苦情発生後の 1年間に 3回以上の立入検査を実施し

た。 

    内訳は、以下のとおり。 

   ア 保健所による立入検査 

     飲食店、給食施設、スーパーマーケット等の地域の食品取扱施設に対し、延べ

28,987 件の監視指導を行った。 

   イ 健康安全研究センターによる立入検査 

     大規模製造業、卸売業、卸売市場内施設（多摩地域に限る。）等、広域流通食品

の取扱施設に対し、延べ 33,715 件の監視指導を行った。 

   ウ 市場衛生検査所による立入検査 

豊洲市場、大田市場等の卸売市場内施設（特別区内に限る。）に対し、延べ 

158,818 件の監視指導を行った。 

   エ 芝浦食肉衛生検査所による立入検査 

     食肉市場内施設に対し、延べ 8,341 件の監視指導を行った。 

(2) 収去検査 

    過去の違反状況、食品の特性等を考慮し、別紙 2 のとおり、107,924 項目の収去

検査を実施した。その結果、10 項目（違反の検体は 8検体）の違反（別紙 3）を発

見し、市場からの迅速な排除等、必要な措置を行った。 

    内訳は、以下のとおり。 

   ア 保健所による収去検査 

飲食店、給食施設、スーパーマーケット等の地域の食品取扱施設から食品等を

収去し、5,183 項目の細菌検査及び理化学検査を実施した。その結果、「大腸菌群

を検出したアイスミルク」等、2項目（2検体）の法違反を発見した。 

   イ 健康安全研究センターによる収去検査  

     大規模製造業、卸売業、卸売市場内施設（多摩地域に限る。）等、広域流通食品

の取扱施設から食品等を収去し、43,011 項目の細菌検査及び理化学検査を実施し

た。その結果、「基準値を超える農薬を検出した農産物」等、8項目（6検体）の
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法違反を発見した。 

   ウ 市場衛生検査所による収去検査  

     豊洲市場、大田市場等の卸売市場内施設（特別区内に限る。）から食品等を収去

し、54,664 項目の細菌検査及び理化学検査を実施した。その結果、法違反検体は

発見されなかった。 

   エ 芝浦食肉衛生検査所による収去検査  

     食肉市場内施設から食品を収去し、5,066 項目の残留抗菌性物質等の検査を実

施した。その結果、法違反検体は発見されなかった。 

(3) 食品衛生法以外の関係法令に係る監視指導 

   ア と畜場法に係る監視指導 

     芝浦食肉衛生検査所において、と畜場施設等、延べ 7,932 件の監視指導を行っ

たほか、牛、豚、山羊について合計 295,259 頭のと畜検査を実施した(表 2)。 

     また、93 頭の牛について BSE 検査を実施し、いずれも陰性であった。 

 

表 2 令和 4年度と畜検査頭数 

畜種 と畜検査頭数 

牛 87,387 

馬 0 

豚 207,871 

めん羊 0 

山羊 1 

合計 295,259 

 

 

 

イ 化製場等に関する法律に係る監視指導 

     芝浦食肉衛生検査所等において、延べ 1,673 件の監視指導を行った。 

   ウ 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に係る監視指導 

     保健所等において、食鳥処理施設に対し、延べ 73 件の監視指導を行った。 

(4) 違反、苦情、自主回収への対応 

   ア 違反処理（全都） 

     令和 4年度は、計 392 件の法違反食品等について、当該食品等の製造者又は輸

入者が都内にあるときは当該違反事業者に原因を究明させ、再発防止を図ったほ

か、当該違反事業者が他自治体にあるときは所管自治体に通報等を行った（図 1

及び図 2）。また、関係法令に基づき、厚生労働省、消費者庁に対し必要な通知を

行った。 

     なお、都及び都内各区市が発見した食品等の違反事例の詳細は、食品監視課が

発行する食品衛生関係違反処理集計表及び食品監視課ホームページに掲載する。 
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図 1 違反処理内容の内訳（単位：件）（総数：392 件） 

 
 図 2 表示の違反処理内容の内訳（単位：件）（総数：304 件） 

 

   イ 苦情処理（全都） 

     都、特別区、八王子市及び町田市並びに他道府県市、厚生労働省、農林水産省

等に寄せられた苦情について、当該苦情内容を踏まえ、関係事業者における食品

の取扱状況等を調査し、その結果及び原因に応じた改善指導を行った。また、関

係事業者が他自治体にあるときは、所管自治体に関係事業者への調査を依頼した。 

     令和 4年度は、計 175 件（有症苦情を除く。）の苦情について、他自治体に調査

を依頼し、又は他自治体から依頼を受け、調査を実施した（図 3）。 

なお、都及び都内各区市が対応した苦情及び相談事例の詳細は、食品監視課が

発行する食品衛生関係苦情処理集計表及び食品監視課ホームページに掲載する。 
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      図 3 苦情原因の内訳（単位：件）（総数：175 件） 

 

   ウ 事業者による自主回収 

     食品衛生法又は食品表示法に基づく自主回収届出制度による自主回収の届出

73 件（食品衛生法 8 件、食品表示法 65 件）について、自主回収情報を的確に把

握するとともに、事業者に対し、再発防止や消費者への注意喚起等必要な指導を

行った。 

 

２ 重点監視指導 
   東京の地域特性や食中毒及び違反の発生状況、都の実施したアンケート調査の結果

等を踏まえ、特に重点的な対策が必要な事項として、以下のとおり実施した（立入施

設数、検査項目数等は、「１ 監視指導・収去検査の実施規模」の再掲）。 

(1) HACCP の取組支援 

食品衛生法改正により制度化された、HACCP に沿った衛生管理が本施行され、原則

すべての食品等事業者は HACCP に沿った衛生管理が必要となった。食品等事業者にお

ける、着実な HACCP 導入と定着を支援するため、食品等事業者の規模や衛生管理の取

組状況等に応じた以下の取組を実施した。 

  ア HACCP 導入・定着の支援 

    食品等事業者 23,456 件に対し、監視時等に、各事業者の規模や衛生管理の取組

状況等に応じて、コーデックス HACCP の 7 原則や、食品関係団体が策定し厚生労

働省が内容を確認した業種ごとの手引書に基づき HACCP に沿った衛生管理の円滑

な導入と定着に向けた技術的支援を行った。特に、小規模な事業者に対しては、

食品関係団体、区市と連携して作成した衛生管理計画の例示や記録様式等を活用

し、HACCP 導入・定着の支援を行った。 

  また、HACCP に係る相談会を 55 回実施し、衛生管理計画の作成方法、記録の付

け方等について、HACCP に関する豊富な知識やノウハウを持つ有識者から事業者

に技術的助言を行うとともに、有識者による訪問アドバイスを 165 施設に対して

実施した。 

令和 5年 3月末現在の HACCP 導入状況として、食品製造施設等 24,272 施設につ
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いて、HACCP に沿った衛生管理を実施していることを確認した。 

  イ 人材育成 

飲食店営業、製造業等の業種別講習会等において、HACCP に沿った衛生管理やそ

れぞれの業種に関連した食品衛生に関する最新の情報、知見等を提供した。 

また、HACCP 管理手法に精通した HACCP 推進者を育成するため、製造業等の営業

者や従業員 293 人に対して HACCP 推進者育成講習会を開催した。 

  ウ と畜場及び食鳥処理場における HACCP の取組支援 

と畜場及び食鳥処理場における HACCP に沿った衛生管理の着実な推進への技術

的支援と、HACCP の取組が的確かつ継続的に実施されるよう監視指導を行った。 

また、HACCP プランの適正かつ円滑な運用を促すため、講習会を 23 回開催した。 

  オ 食品衛生推進員 

食品等事業者相互の食品衛生の向上に関する自主的な活動を促進するため、食

品衛生推進員 120 名を対象に講習会を開催するなど、その活動を支援することに

より、地域の食品衛生の向上を図った。 

(2) 食中毒対策（全都）     
令和 4年度は、医師からの食中毒の届出や都民等から寄せられた体調不良等の情報

をもとに、888 件の調査を実施した。その結果、特別区、八王子市及び町田市で発生

したものも含め、106 件が食中毒と断定され、患者数は 687 名であった（図 4）。この

うち、発生規模、重大性等を考慮し、重要度が比較的高い 8件についてプレス発表を

行った。 

 

図 4 月別食中毒発生状況 

また、過去 10 年間の平均 125 件、1,847 名と比べ、事件数は約 15％減少、患者

数は約 63%減少と大幅に少ない傾向にあった。令和 4年度の病因物質別食中毒発生

状況は、事件数は前年度と同様にアニサキス、カンピロバクター、ノロウイルス

の順に多かった。  

患者数はノロウイルス、ウエルシュ菌、カンピロバクターの順であった。(表 3）。 
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表 3 病因物質別食中毒発生状況 

病因物質 件数 患者数 

アニサキス 63 63 

カンピロバクター 19 79 

ノロウイルス 8 262 

ウエルシュ菌 5 173 

黄色ブドウ球菌 5 44 

腸管出血性大腸菌 2 10 

耐熱性毒素様毒素遺伝子（astA）保

有大腸菌 
1 29 

植物性自然毒 1 8 

セレウス菌 1 10 

サルモネラ 1 9 

合計 106 687  

 

ア 集団給食施設等に対する監視指導 

  食中毒が発生した場合に大規模化しやすい学校給食等の大量調理施設や、食中

毒を発症した場合に重症化する恐れのある高齢者・子供等が利用する社会福祉施設

等を中心に、食品の衛生的な取扱いや調理従事者の衛生教育の徹底等について、延

べ 1,905 件の監視指導を行った。このほか、施設についてノロウイルス食中毒の

未然防止を目的として、70 検体のふき取り検査を実施したが、ノロウイルスを検

出した検体はなかった。 

イ 食肉の生食等による食中毒対策 

食肉の生食等による食中毒を防止するため、飲食店、販売店等に対し、延べ 3,025

件の監視指導を行った。その結果、生又は加熱不十分な状態で鶏肉等を提供して

いた施設等に対し、中心部までの十分な加熱の実施等延べ 91 件の指導を行った。 

鶏肉等を卸売販売している食肉卸売業等 57 件に対しては、飲食店営業者が鶏肉

を客に提供する際には、表示や商品規格書等により、加熱が必要である旨の情報

を確実に伝達するよう指導を行った。 

また、事業者を対象として、食肉の取扱い等に関する講習会を 116 回開催し、

5,497 名が受講した。消費者に対しては、牛レバーや豚肉、鶏肉等を未加熱又は加

熱不十分のまま喫食することのリスクについて、講習会の実施やリーフレット配

布等により普及啓発を行い、食中毒発生の未然防止を図った。 

また、野生鳥獣（ジビエ）肉を提供していた飲食店等 10 件に対し、「野生鳥獣

肉の衛生管理の指針（ガイドライン）」に基づき、提供方法等について監視指導を

行った。 

   ウ その他の食中毒対策 

食品等事業者等を対象として、近年多発しているアニサキスのほか、クドア、

サルコシスティス等の寄生虫による食中毒、ふぐ等の有毒魚、毒キノコや有毒植

物等の自然毒による食中毒について、講習会を 120 回開催したほか、動画配信や

リーフレット配布等による普及啓発を行った。 
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また、テイクアウトや宅配等による食中毒を予防するため、飲食店等を対象と

した講習会を 35 回開催し、適切なメニューの選定や調理済食品の温度管理等、テ

イクアウトや宅配等を行う際の衛生管理について、普及啓発を行った。 

さらに、テイクアウトや宅配等を実施する飲食店等に対し、延べ 2,660 件の立

入検査を実施し、食品の衛生的な取扱いについて監視指導を行った。その結果、

適切な温度管理の実施等延べ 31 件の指導を行った。 

   エ 保菌者検索事業の実施 

腸管出血性大腸菌、サルモネラ等の食中毒菌の保有状況を明らかにし、食中毒

の発生動向を把握するため、飲食店等の調理従事者を対象に検便を実施した。腸

管出血性大腸菌については、調理従事者等 33,342 名を対象に検査を実施し、検出

者はいなかった。サルモネラについては、33,479 名を対象に検査を実施し、検出

者は 6名であった。ノロウイルスについては、612 名を対象に検査を実施し、検出

者は 2 名であった。結果については、関係機関へ情報提供するなど、食中毒の発

生防止対策等に活用した。 

なお、無症状病原体保有者に対しては、医療機関への受診を勧めるなど、感染

が拡大することのないよう、必要な指導を行った。 

   オ 指定成分等を含む食品による健康被害発生時の対応 

     食品衛生法に基づく、指定成分等を含む食品による健康被害情報の届出は、東

京都の保健所にはなかった。届出を受けた他自治体からの調査依頼 2件について、

調査対応をした。 

   カ 食中毒等健康危機管理の着実な実施 

     医師からの届出、都民から寄せられる情報等をもとに食中毒が疑われる事例を

探知した際、又は食品による深刻な健康影響が懸念される事例を探知した際には、

迅速に対応し、被害の拡大防止を図った。 

     また、広域連携協議会、首都圏食品衛生担当課長食中毒防止連絡会や食品安全

対策推進調整会議等を通じて、近隣自治体や庁内関係機関との連絡及び連携体制

の確保を図った。 

     さらに、令和 5年 2月、患者発生が複数自治体にわたるような大規模食中毒の

発生を想定して、迅速かつ適切に調査に対応できるよう、都区市合同の大規模食

中毒訓練を行った。 

(3) 食品表示対策 

平成 27 年 4 月に施行された食品表示法に基づく食品表示基準は、令和 2 年 3 月

31 日に経過措置期間が満了した。しかし、令和 5 年 3 月から「くるみ」が特定原

材料に追加され、令和 5年 4月 1日から遺伝子組換え食品の新たな任意表示制度が

施行される等、制度改正が続いている。また、アレルゲン、期限表示の誤記載等に

よる食品の自主回収事例も散発している。これらの状況及び表示が消費者の食品選

択における重要な情報源であることを踏まえ、以下のとおり食品表示対策を実施し

た。 

   ア 表示適正化のための監視指導 

     消費期限又は賞味期限の設定方法、原材料表示、アレルゲンや食品添加物表示

等、食品表示法及び米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関す



 

11 

 

る法律（米トレーサビリティー法）に基づく表示事項について、食品製造業者延

べ 4,505 件、食品流通業者及び食品販売業者等延べ 178,727 件、合計 183,232 件

の監視指導を行った。この結果、793,022 品目について表示検査を実施し、無表

示 466 件、衛生事項に関する不適正表示 616 件、品質事項に関わる不適正表示

1,106 件、保健事項に係る不適正表示 71 件、延べ 2,259 件の不適正表示を発見し

た。これらの不適正表示食品等については、表示責任者等に対して表示適正化の

ために必要な措置を行った。 

また、品種品名等に関する不適正表示食品を排除するため、袋詰米穀 200 検体、

生鮮牛肉 50 検体について、それぞれ遺伝子検査及び容器・包装の表示調査を実施

した。その結果、袋詰米穀 4 検体について品種の不適正表示を発見した。これら

については、表示責任者に対して表示適正化のため必要な措置を行った。 

あわせて、加工食品等 45 検体について、安定同位体比検査による産地判別検査

等を実施したが、不適正表示は確認できなかった。 

   イ 食品の適正表示推進者等育成事業 

食品の適正表示推進者育成講習会を 1回開催し、220 名が食品の適正表示推進者

として登録された。また、食品の適正表示推進者育成講習会受講済みの者を対象

としたフォローアップ講習会を 1回開催し、384 名が受講した。 

(4) 輸入食品対策 

    延べ 247 件の食品の輸入事業者に対し、専門監視班による監視指導を行った。そ

のほか、輸入食品について、48,894 項目の収去検査を実施した。その結果、7項目

（5検体）の法違反を発見し、市場からの迅速な排除等、必要な措置を行った。 

    また、以下の取組を実施した。 

   ア 輸入農畜水産物の残留農薬等検査 

     輸出国における農薬等の使用状況、検疫所において発見された違反事例等を勘

案しながら、輸入農畜水産物等について 18,301 項目の残留農薬検査を実施し、輸

入畜水産物等について 4,371 項目の動物用医薬品検査を実施した。 

     その結果、「基準値を超える残留農薬を検出した中国産スナップエンドウ」等、

5項目（3検体）の法違反を発見した。 

   イ 遺伝子組換え食品に係る監視指導 

     都内に流通する米加工品、トウモロコシ等 52 検体について、安全性未審査の遺

伝子組換え体の検査を実施した。その結果、いずれも検出しなかった。 

    また、遺伝子組換え食品を含む食品に必要な表示が適切に行われているかどう

か確認するため、食品 92 検体について遺伝子検査を実施した。その結果、12 検

体から安全性審査済遺伝子組換え食品の遺伝子を検出したため、分別生産流通管

理（IP ハンドリング）の確認を行ったところ、4検体について適切に実施されて

おり、表示違反となる食品はなかった。なお、8検体については確認中である。 

   ウ 輸入農産物等の放射性物質検査 

     都内に流通する輸入食品 100 検体（内訳：野菜・果実及びその加工品 56 検体、

穀類・豆類・いも類・きのこ類及びその加工品 18 検体、水産物及びその加工品

15 検体、乳製品 5検体、肉類・卵類及びその加工品 6検体、その他の加工食品 0

検体）について、放射性物質検査を実施した。その結果、基準値を超えるものは



 

12 

 

なかった。 

   エ 輸入事業者自らが実施する衛生管理の推進 

     輸入者による自主的な衛生管理を推進するため、輸入者延べ 199 件に対し立入

りを行い、事故発生時の対応等の管理体制を把握するとともに、自主管理の取組

状況に応じた指導を行った。また、新型コロナウイルス感染症の影響により立入

りが難しい事業者も多かったことから、輸入事業者自主管理推進 WEB 講習会を 1

回開催し、71 件の事業者が受講した。 

   オ 輸入食品関係事業者衛生講習会 

     輸入者の資質の維持向上を目的として、令和 5年 1月から 2月にかけて輸入食

品関係事業者衛生講習会を WEB 配信により開催し、511 名が受講した。講習会で

は、「遺伝子組換え食品の新たな任意表示制度と東京都消費生活条例に基づく食品

の品質表示」、「輸入食品の栄養成分表示」、「検疫所における輸入食品等監視指導

業務」について情報提供した。 

   カ 検査法の研究開発 

     農薬や動物用医薬品等について検査法の研究開発を行った。詳細は第 4の 3(2)

のとおり。 

 

 ３ 一斉監視事業（全都） 

   食中毒が多発する夏期（6 月から 8 月まで）及び食品等の流通量が増加する歳末期

（12 月）には、厚生労働省及び消費者庁が示す方針を踏まえ、特別区、八王子市及び

町田市と連携して、都全域での一斉監視事業を実施した。 

  (1) 夏期一斉監視 

    都、特別区、八王子市及び町田市合計で、延べ 110,274 件の監視指導を行った。

また、食品等 5,098 検体について細菌検査及び理化学検査を実施し、63 検体の不良

食品等を発見した。 

   (2) 歳末一斉監視 

    都、特別区、八王子市及び町田市合計で、延べ 72,758 件の監視指導を行った。ま

た、食品等 2,489 検体について細菌検査及び理化学検査を実施し、8 検体の不良食

品等を発見した。 

 

 ４ その他の事業 

(1) 健康食品対策 

    健康食品による危害の未然防止・拡大防止のため、健康食品の製造業等に対する

立入検査や店頭、インターネット等を通じて販売されている市販品 125 品目につい

て、試買調査を実施した。問題があった製品に対しては必要な措置を行い、結果は

ホームページ等で公表した。 

    また、健康食品の表示、広告、販売方法等の適正化を図るため、関連法規を所管

する部署が連携して健康食品を扱う事業者を対象とした講習会を WEB 配信にて開催

し、496 名が受講した。都民に対しては、動画配信や Twitter、ホームページ、パン

フレット等により健康食品を適切に利用するよう普及啓発を図った。 
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(2) 食品汚染調査 

   ア 魚介類、各種食品等の汚染調査 

中央卸売市場に流通する魚介類、市販の各種食品等について、水銀、PCB 等の汚

染実態調査を実施した（表 4）。その結果、都内に流通していた規制対象魚のうち、

水銀の暫定的規制値（総水銀 0.4ppm、メチル水銀 0.3ppm）を超えた検体はアカア

マダイ 1検体（宮崎県）、アブラボウズ 1検体（大分県）、キダイ 1検体（石川県）、

クロソイ 1 検体（青森県）、クロムツ 3 検体（大分県及び鹿児島県）、コショウダ

イ 1検体（大分県）、ムツ 1検体（鹿児島県）、メダイ 1検体（高知県）であった。

また、東京都が自主規制を行っている魚種のうち、暫定的規制値を超えた検体は

ムツ 5 検体（静岡県産）、ユメカサゴ 17 検体（長崎県産）であった。また、水銀

以外に暫定的規制値等を超えたものはなかった。 

     表 4 令和 4年度に実施した各種有害化学物質汚染実態調査 

 テーマ 実施内容 

魚介類等の水銀汚染実態調査 
中央卸売市場に流通する魚介類及び各種市販食

品について、444 項目の水銀検査を実施した。 

食品等の PCB 汚染調査 

中央卸売市場に流通する魚介類、各種市販食品、

食肉、容器包装等について、468 項目の PCB 検

査を実施した。 

魚介類のビストリブチルスズ

オキシド（TBTO）等汚染調査 

中央卸売市場に流通する魚介類について、514

項目の TBTO 等の検査を実施した。 

 

     イ 都内搬入米重金属等汚染調査 

     食用に適さない玄米の流通を未然に防止するため、都内搬入時点の玄米 160 検

体についてカドミウム、残留農薬の汚染物質調査を実施した。その結果、基準値

を超えるものはなかった。 

   ウ 東京湾産魚介類汚染調査 

     過去に製造された化学物質に由来すると考えられる汚染物質による魚介類の汚

染状況を把握するため、東京湾産ボラ、スズキ、ホンビノスガイ等 30 検体につい

て、ダイオキシン類、PCB、TBT 等の検査を実施した。その結果、問題となる検体

はなかった。 

(3) 食品等事業者における食物アレルギー対策の推進 

ア 食品の製造段階等における食物アレルギー対策 

     食品の製造及び調理段階における意図しないアレルゲンの混入を防止するため、

食品製造業延べ 2,379 件、給食施設延べ 805 件、飲食店等延べ 15,038 件に対し、

監視指導を行った。その結果、製造施設等 28 件について、製造工程におけるアレ

ルギー物質のコンタミネーション防止等の改善指導を行った。 

また、食品 40 検体についてアレルゲン検査を実施した。その結果、1検体から

表示にないアレルゲン（乳成分）を検出し、製品の回収や表示の改善指導を行っ

た。 

イ 飲食店における食物アレルギー対策支援 

     ピクトグラムを活用したパンフレットを配布し、普及啓発を行った。 
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また、飲食店を利用する外国人観光客等にアレルゲンの情報提供が適切に行え

るよう、食品等事業者等を対象とした食物アレルギー講習会をWEB配信で開催し、

387 名が受講した。 

(4) 食品中の放射性物質対策 

    東日本大震災による原子力発電所の事故に伴い、平成 24 年 4 月、食品中の放射性

物質に対して、乳幼児等に配慮した新基準が制定された。また、消費者の意識も高

いことから、都では都民の食の安全、安心を確保するため、以下の放射性物質対策

を実施した。 

都内に流通する食品 900 検体（輸入食品を含む。）（内訳：野菜・果実及びその加

工品 206 検体、穀類・豆類・いも類・きのこ類及びその加工品 168 検体、水産物及

びその加工品 165 検体、乳製品 105 検体、肉類・卵類及びその加工品 56 検体、そ

の他の加工食品 0 検体、牛乳類 120 検体、乳児用食品 30 検体、飲料水 50 検体）

について、放射性物質検査を実施した。その結果、基準値を超えるものはなかった。 

    なお、都内で生産される農畜水産物等の検査は産業労働局が行い、その結果をホ

ームページで公表した。 

  （参考）都内産の農畜水産物等に関する検査（産業労働局）  

     都内で生産された農産物 52 検体、水産物 66 検体、原乳 3検体、計 121 検体に

ついて、放射性物質検査を実施した。その結果、基準値を超えるものはなかった。 

(5) 中央卸売市場における食品衛生管理の徹底 
豊洲市場、大田市場等の卸売市場内に流通する食品の一層の衛生管理を徹底する

ため、市場内食品取扱事業者に対し、食品の衛生的な取扱い等について 133 回講習

会を実施した。 

(6) 食品安全に係る調査研究等 

    都では、食品衛生の観点から行政上必要と考えられる課題について、実態調査や

新たな監視手法の検討等を計画的に実施している。 

    令和 4年度は、「カフェインレス焙煎飲料等に含まれるアクリルアミドの含有実態

調査」、「『食品の製造工程における食物アレルギー対策ガイドブック（仮）』の改訂」

等の調査研究を実施した。 

    なお、実施した調査研究の詳細は、食品監視課が発行する食品衛生関係事業報告

に掲載する。 

(7) 届出営業者に対する監視指導 

    食品製造業等取締条例廃止に伴い許可から届出に移行した営業者等、食品衛生法

第 57 条に規定する届出営業者延べ 65,311 件に対し、HACCP に沿った衛生管理の実

施や食品の衛生的な取扱い等の監視指導を行った。 

(8) 農林水産物又は食品の輸出証明書の発行 

    農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律に基づき、施設認定農林水産物等

の適合施設の認定を行い、厚生労働省にその旨を報告した。また、輸出証明書の発

行を 773 件行った。 

 

第６ 都民等への食品安全に係る情報提供 

都民、東京を訪れる観光客等に対して、食中毒の予防方法、食中毒及び違反食品に関
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する情報、都の施策等、食の安全に関する情報を効果的に提供するため、以下の施策を

実施した。 

 １ 普及啓発 

(1) 都民に対する情報提供 

ア ホームページによる情報提供 

     都の施策、健康食品の試買調査結果、食品安全情報評価委員会で評価検討され

た安全情報等、最新の食品衛生情報を随時ホームページに掲載した。 

   イ パンフレット等による情報提供 

令和 4年度は、食肉の生食等による食中毒予防及びヒスタミン食中毒の予防に

関するリーフレット等を作成し、保健所等を通じて配布することで普及啓発を図

った。 

また、食品安全に関する普及啓発の充実を図るべく東京都 Twitter により、随

時情報発信を行った。加えて、広報番組等により、食の安全安心についてわかり

やすい情報発信を行った。 

ウ 講習会等による情報提供 

保健所等において、消費者等を対象とした食品衛生講習会を 41 回開催し、1,009

名が受講した。 

また、飲食店や製造業、集団給食施設等の事業者を対象とした講習会を 341 回

開催し、13,763 名が受講した。 

(2) 食品安全情報の外国人への情報発信 

東京都福祉保健局ホームページ「食品衛生の窓」のコンテンツについて順次英語、

中国語（簡体字、繁体字）及び韓国語化し、公開した。 

 

 ２ 食品等の事故に関する発表及び公表 

(1) 食品等の事故に関する報道発表（再掲） 

    発生規模、重大性等を考慮し、比較的重要度が高い食中毒 8件について報道発表

し、都民に情報提供した。 

(2) ホームページによる公表 

    食中毒や違反食品の情報について、ホームページで公表した。また、大規模又は

重大な食中毒関係情報については、報道機関に対し迅速に情報提供した。 

 

 ３ 食品衛生に係る事業の実施結果の公表  

(1) 令和 3年度東京都食品衛生監視指導計画の実施結果概要 

    令和 3年度に東京都が実施した施設への立入検査、食品等の収去検査等の結果に

ついて、速報値を令和 4年 6月に概要として取りまとめ、公表した。 

(2) 令和 3年度に実施した各事業の結果 

    令和 3年度に東京都が実施した各事業の実施結果について、「食品衛生関係事業報

告」等として確定値を取りまとめ、公表した。 

(3) 夏期及び歳末における監視指導の実施結果概要 

    夏期及び歳末一斉監視については、実施結果の速報値を取りまとめ、報道機関に

情報提供するとともに、ホームページに掲載した。 



 

16 

 

    また、各事業の最終的な実施結果については、各事業所が発行する事業概要や食

品衛生関係事業報告に掲載する。 

 

 ４ 食の安全に関する食育の推進 

   東京都食品安全推進計画（平成 17 年 3 月策定、令和 3年 3月改定）及び東京都食育

推進計画（平成 18 年 9 月策定、令和 3年 3月改定）に基づき、総合的な食育の取組の

一環として、ホームページ等を活用し、食品の安全に関する普及啓発や情報提供等を

実施した。 

 

第７ 食品安全施策に係る関係者相互間の意見交換（リスクコミュニケーション） 

食品の安全に関するリスクコミュニケーション事業として、令和 4 年度は以下の事業

を実施した。 

都民、事業者及び行政等が相互理解を深めることを目的としたシンポジウム形式の「食

の安全都民フォーラム」を WEB 配信にて開催した。令和 4年度は「今こそ！HACCP」をテ

ーマとして開催し、計 1,815 回の視聴があった。 

都民参加型の「食の安全調査隊」については、小学生向け夏休みイベントとして、食

中毒予防に関する学習資材を用いた自宅学習形式で実施し、150名の小学生が参加した。 

また、身近なテーマを扱う「食の安全都民講座」については、防災及び健康食品をテ

ーマとした講座を WEB 配信し、計 4,302 回の視聴があった。また、有毒植物をテーマと

した講座を集合形式で開催し、23 名の参加があった。 

さらに、学校教育関係者を対象とした講座を Web 配信し、計 1,355 回の視聴があった。
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東京都の食品衛生に係る組織配置図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 連絡調整業務を行う組織 

★ 福祉保健局健康安全部食品監視課（各関係機関との連絡調整） 

 

２ 広域的な監視指導を行う組織 

◎ 健康安全研究センター 

 （特別区内の大規模製造施設及び卸売業並びに都内全域の輸入業･倉庫業の監視指導） 

◎ 健康安全研究センター広域監視部食品監視第二課 

（多摩地区の大規模製造施設、卸売市場及び卸売業の監視指導） 

 

３ 流通拠点の監視指導を行う組織 

■ 市場衛生検査所（特別区内の卸売市場における監視指導） 

■ 芝浦食肉衛生検査所（と畜場及び食肉市場における監視指導） 

 

４ 地域的な監視指導を行う組織 

● 東京都保健所 

（多摩地域（八王子市、町田市を除く。）及び島しょ地域の地域的な監視指導） 
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奥多摩町

八王子市

檜原村

青梅市

町田市

大田区

足立区

練馬区

あきる野市

世田谷区

江東区

江戸川区

葛飾区

杉並区

板橋区

港区

北区

府中市
日野市

立川市

品川区

調布市

多摩市

日の出町

小平市

新宿区

稲城市

昭島市

瑞穂町

三鷹市

中野区

渋谷区

目黒区

墨田区

豊島区

東村山市

西東京市

文京区

荒川区福生市
東大和市

清瀬市

台東区

中央区

羽村市

武蔵村山市

国分寺市

千代田区

小金井市

国立市

武蔵野市

東久留米市

狛江市

■芝浦食肉衛生検査

■市場衛生検査所大田出張所

★東京都庁

◎健康安全研究センター

■市場衛生検査所足立出張所

■市場衛生検査所

●西多摩保健所

東京都立川福祉保健庁舎内
●多摩立川保健所
◎健康安全研究センター

広域監視部食品監視第二課
●多摩府中保健所

●多摩小平保健所

●南多摩保健所

●島しょ保健所 ●新島支所 

●神津島支所 ●三宅出張所 

●八丈出張所 

●小笠原出張所 

●大島出張所 



令和4年度 検査実施項目数(東京都食品衛生監視指導計画実施結果概要）

検査項目数 (
違反の
再掲 ) 合　　計 (

違反の
再掲 )

5,731 0
1,707 0
5,410 0
3,214 0

11,567 1
2,661 0

471 1
155 0

1,964 0
3,237 0

143 0
28,426 6
5,037 1
3,972 0
1,073 0

22,444 0
10,695 1

0 0
17 0

107,924 10

と畜場法に基づく検査数

その他の検査（ふき取り検査等）

魚介類及び
その加工品

微 生 物 検 査

12,848抗 菌 性 物 質 等

上 記 以 外 の 理 化 学 検 査

肉・卵類及び
その加工品

微 生 物 検 査

17,442 1抗 菌 性 物 質 等

0

上 記 以 外 の 理 化 学 検 査

乳・乳類等

微 生 物 検 査

2,590抗 菌 性 物 質 等

上 記 以 外 の 理 化 学 検 査

農産物及び
その加工品

微 生 物 検 査

36,843 7
遺伝子組換え食品の検査

1

残 留 農 薬

上 記 以 外 の 理 化 学 検 査

理 化 学 検 査

飲料・氷雪・水
微 生 物 検 査

5,045

その他の食品
微 生 物 検 査

33,139

0
理 化 学 検 査

1
理 化 学 検 査

添加物・器具及び容器
包装・おもちゃ

微 生 物 検 査
17 0

検査名 検査項目数

合　　　　　　　　　　計

※ カッコ内の数値は違反品の再掲
※ 抗菌性物質等：抗生物質、合成抗菌剤、駆虫薬等の動物用医薬品

検査名 検査数

と 畜 検 査 295,259
（ Ｂ Ｓ Ｅ 検 査 【 牛 】 ） 93
精 密 検 査 38,498

微 生 物 検 査 29,392
理 化 学 検 査 1,165
合 計 30,557
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番号 違反条文 違反内容 分類 一般名称 検査結果
備考

（行政措置の
内容等）

1 乳・乳類等 アイスミルク 大腸菌群陽性
製造者に対し、改善
を指導

2
農産物及び
その加工品

【輸】バター豆
（ミャンマー）

シアン化合物を540ppm検出
（基準値500ppm）

輸入者を所管する自
治体に通報

3
農産物及び
その加工品

【輸】ぶどう
（オーストラリア）

ビフェントリン1.1ppm検出
（基準値0.7ppm）

輸入者を所管する自
治体に通報

4
肉・卵類及びそ

の加工品
鶏卵 ドキシサイクリン 0.01ppm検出

生産者を所管する
自治体に通報

5
【輸】スナップエンドウ

（中国）

プロピコナゾール 0.18ppm検出
（基準値0.05ppm）

ジニコナゾール0.10ppm検出
（基準値0.01ppm）

輸入者を所管する自
治体に通報

6
【輸】スナップエンドウ

（タイ）

プロピコナゾール 0.30ppm検出
（基準値0.05ppm）

ジニコナゾール0.27ppm検出
（基準値0.01ppm）

輸入者を所管する
自治体に通報

7 アレルゲン表示なし 和生菓子 どら焼き
表示にないアレルゲン（乳成分）

を検出

製造者に対し、回収
及び表示の改善を指
導

8 添加物表示なし
農産物及び
その加工品

【輸】オレンジ
（オーストラリア）

表示にないイマザリルを検出
輸入者を所管する自
治体に情報提供

※【輸】は輸入食品 

農産物及び
その加工品

令和4年度 都の収去検査により発見された違反食品

食品表示法
第5条

成分規格違反

農薬等の残留基準
違反

食品衛生法
第13条第2項

食品衛生法第13
条第2項及び第3

項

農薬等の残留基準
違反
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